
（１）会員証カードが発行されます。
平成 25 年に愛知県内の消防署に周知活動実施のため、救急車に乗るときに
提出すると「透析患者」　だとすぐ認知してもらい対応して頂けます。

（２）定期的に情報誌が配布されます。
　　① ぜんじんきょう（年 6 回）　② 道標（年 2 回）　③ うみ（年 3 回 程度）

女性セミナーや調理実習等を通じて、女性会員
相互の交流と親睦を深め、

充実した透析生活をめざしてまいります。
たくさんの女性会員の参加をお待ちしております。

～ 女性部の活動について ～

皆さんは、一般社団法人 愛知県腎臓病協議会（愛腎協）をご存知ですか？
愛腎協とは、愛知県下の病院・クリニックで治療している慢性腎臓病患者（主
に透析療法をしている患者）達で作られている会です。発足は、1970 年 9
月です。現在、愛知県下 128 の透析病院等が加入しています。会員数は約
7,000 名です。（全国最大の組織です）

万一、慢性腎臓病の患者が透析療法を必要になった時に高額な医療負担か
ら患者を守るために国・地方自治体に陳情・請願活動、国会・地方自治体
の議員と懇談会を常に実施しています。現在の医療費負担の軽減は患者会
の活動の結果です。現在、国内で透析医療費が無料の県は愛知県・愛媛県・
群馬県・鹿児島県の 4 県のみとなり他の県の患者さんは医療費・薬価代を
一部負担しています。少しでも長く医療費の心配なく透析ができるこの状
況を続けるためにも、是非この機会に愛腎協へ入会して頂き、数の力をもっ
て医療費助成制度を維持し、透析患者がより良い暮らしを送れるように仲
間同士支え合い共に歩んでいきましょう。

透析患者がより普通の生活ができるようになることができる腎臓移植を推
進する為に毎年臓器提供推進キャンペーンを行っています。健康な人達が
慢性腎臓病（CKD）にならないように、慢性腎臓病の予防講演会及び健診
等のキャンペーンを多くの地域で実施しています。そして透析患者の合併
症等の勉強会を各地で実施しています。それらの情報もホームページなど
で発信しています。

会費について◎年会費 3,600 円（全腎協 会費 1,800 円 + 愛腎協 会費 1,800 円）
※ 病院によっては各病院患者会の年会費が加算される場合がございます。

～ 青年部の活動について ～
青年部はおおむね 50歳位までの若い透析患者さんが

集う場として活動を行っています。
長く元気に透析生活を続けていく為の勉強会や愛腎協
のイベントのお手伝いを行いながら社会参加もして
います。若い方の参加お待ちしております。

入会特典

※P2～P6までのマンガおよび記事は、
　全腎協296号で掲載されたP4～7、P9のマンガおよび記事を
　掲載させていただきました。

おわりに
　透析を始めて、不安の毎日ではないでしょうか。
　それらの不安をなくすためには「自分の病気を知ること」「1人で悩
まないこと」が重要です。
　透析患者の仲間同士で教えあい、助け合い、一緒に明るい希望と未来のため
に頑張りましょう。

少しでも長く医療費の心配なく透析ができるこの状況を続けるために
も、患者自身の声を大きく強く訴えていくことが重要です。
ひとりの力では何もできません、数の力が必要です。他人ごと、他人
まかせではいられません

たくさんの仲間があなたを待っています!!

透析患者の皆様が元気に通院できるよう、食事制限や透析治療のこと

失敗談や成功談などを共有しましょう。

同じ病気を持った患者同士でこそ分かり合えることがあります。

苦しさや辛さを共感し互いに励まし合いより良い透析生活を過ごしま

しょう。

仲間同士、交流を深めましょう!!

あなたの会員入会が、透析患者の生活を守る活動の支援になります。

透析患者の「生命(いのち)と暮らし」を守るために、皆様の入会をお

待ちしております。

支援してもらう側から社会貢献する!!

一般社団法人 愛知県腎臓病協議会



■透析患者組織の必要性

患者会存亡の危機は、透析治療費の安心と制度持続の危機なのです。

愛知県腎臓病協議会（愛腎協）にまだ入会していない
透析患者の友人に入会をすすめてください。

安心して透析ができる環境を
自分達で作っていきませんか？

　昭和 46 年（1971 年）ある県で、透析治療を受けていた 26 歳の青年が自ら絶命
しました。透析治療にはお金がかかる。［これ以上生きて周りに迷惑をかけたくない］
そう言って青年は透析治療中に透析回路を自ら引き抜き死亡しました。
　当時の透析治療費は一ケ月に 39 万円余りかかり被保険者家族には 50％の負担が
ありました。当時のサラリーマンの平均収入は、ようやく100万円を突破した頃です。
従って透析治療費は年間、数百万円余りも掛かり青年は家族への負担を申し訳なく
思い、自死を選択せざるを得なかったのでしょう。
　当時は高額な透析治療費の為に、透析患者が抱えた、借金、自殺、離婚等の諸問
題に対し当時の透析患者の有志は「会」を組織して、初めて全国的な国会請願署名
活動を行い、言わば命がけで運動して昭和 47 年（1972 年）賢不全患者に身体障害
者手帳の交付、厚生医療費、育成医療費の適用、昭和 48 年（1973 年）には、高額
療養費制度が創設されて、私たち透析患者は、それ以前の様に高額な透析医療費に
苦しむ事もなくなりました。

　現在、愛腎協や全腎協が毎年、国会請願署名と愛知県請願署名を一生懸命に患者

様やご家族様にお願いしているのは、今後も安心して「当たり前」の透析治療が持

続して受けられるように国、地方自治体、医療団体に働きを行っていくためなのです。

今や「当たり前」とされる、安心安全な透析治療の裏側には、実は透析医療団体は

もとより透析患者組織の運動による支えがある事をしってほしいと思います。今の

当たり前の透析治療を今後も継続するには、どうしたら良いのでしょうか？透析患

者の皆様が先ず、病院患者会に入会して頂き組織力を強化し現状の医療制度を守る

事が必要と思います。現在は透析患皆さんも、ご家族も一ケ月300円の負担で愛腎協、

全腎協に入会ができます。（年会費 3.600 円）但し病院の患者会の会費は別途必要

となります。

　今後、患者会の運動が実を結べば、安心安全な透析治療と患者が長く生きられる
一歩となる事を理解して欲しいのです。
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